
第2次羽島市人権施策推進指針に基づく取り組み内容 資料３

～女性の人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
女性への暴力
根絶に向けた
啓発

  女性に対するあらゆる暴力の加害者、被
害者、傍観者にならないための教育の推進
や、暴力を許さない社会環境づくりに向け
た啓発に努めます。

子ども家
庭セン
ター

　広報紙やホームページのほか子育て・健幸課窓口において相談機
関の周知を図るとともに、女性相談センター等と連携して相談支援
を行いました。

相談窓口の情報提供
　広報紙・ホームページ等により、市相談窓口及び関係機関窓口の
情報を提供します。

2
市民協働
課

　男女共同参画啓発リーフレットのホームページへの掲載のほか、
市内女性団体を対象に男女共同参画に関する出前講座を実施し、固
定的役割分担意識の解消に向けた男女共同参画に関する意識啓発を
図りました。

男女共同参画に関する啓発
　男女共同参画啓発リーフレットのホームページへの掲載や、男女
共同参画に関する出前講座を通じて、男女共同参画の啓発とともに
固定的役割分担意識の解消を推進します。

3
学校教育
課

　道徳科や社会科等の学習を通して、女性の人権問題の現状や課題
を学び、発達段階に応じた男女共同参画社会の理解を深めました。

女性の人権問題の理解
  道徳科や社会科等の学習を通して、女性の人権問題の現状と課題
を学び、男女共同参画社会の理解を深めます。

4
相談体制の充
実

  相談窓口の周知や相談しやすい環境を整
えるなど、相談体制の充実を図ります。

子ども家
庭セン
ター

　市町村要保護児童対策調整機関の調整担当者研修会や県内市町村
担当者研修会等に参加し、担当者のスキルアップを図りました。

研修会等への積極的参加
　県主催の研修会等に積極的に参加することで、相談員の資質の向
上に努めます。

5
支援体制の充
実

  関係機関と連携・協力し、相談、保護、
自立支援等を切れ目なく行うことができる
よう体制の充実に努めます。

子ども家
庭セン
ター

　DV相談者に対するひとり親の支援制度に係る情報提供を行うとと
もに、関係機関と連携し自立支援に努めました。

関係機関窓口との情報連携
　自立に向けた支援等、関係機関窓口との情報連携を行います。

6
子育て・
健幸課

　子育てハンドブックの配布やホームページを活用し、子育てに関
する情報の提供を行うことや、子育て支援企業を認証し表彰するこ
と等を通して、子育て環境の充実に努めました。

子育て環境の充実
　子育てハンドブックの配布や、子育て支援企業認証・表彰制度の
周知等を通して、子育て環境の充実を図ります

7
市民協働
課

　男女共同参画啓発リーフレットのホームページへの掲載のほか、
市内女性団体を対象に男女共同参画に関する出前講座を実施し、男
女共同参画の視点による子育て環境の充実に向けた啓発活動を実施
しました。

子育て環境の充実に向けた取り組みの推進
　男女共同参画啓発リーフレットのホームページへの掲載や、男女
共同参画に関する出前講座を通じて、男女共同参画の啓発とともに
固定的役割分担意識の解消を推進します。

8
男女共同参画
の推進

  性別に関わらず、誰もが地域活動や地域
づくりに参画することを推進するととも
に、政策・方針決定の場における男女共同
参画の視点を取り入れます。

市民協働
課

　男女共同参画プランの施策の進捗状況を調査するとともに、調査
結果を「男女共同参画懇話会」にて報告し、本プランの推進を図り
ました。
　次期プランの策定に向け、男女共同参画に関する市民意識調査を
実施しました。

「羽島市男女共同参画プラン」の推進
　男女共同参画に関する施策を着実に推進するため、男女共同参画
プランの施策の進捗状況を調査するとともに「男女共同参画懇話
会」において報告します。
　R5に実施した市民意識調査の結果などを踏まえ、次期プラン（計
画期間：R7～R11）を策定します。

女性の人権
を尊重する
教育・啓発
の推進 固定的役割分

担意識の解消

  家庭や学校、職場など、さまざまな場面
において、固定的な性別役割分担意識や性
差に関する偏見、無意識の思い込み（アン
コンシャス・バイアス）の解消を推進しま
す。

DV等相談・
支援体制の
充実

男女共同参
画社会づく
りの推進

子育て環境の
充実

  ワーク・ライフ・バランスやパートナー
同士が協力して子育てを行うことができる
社会づくりを推進します。
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～子どもの人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
子ども家
庭セン
ター

　児童虐待防止月間に行われたオレンジリボンごみ拾いたすきリ
レーに参加し、普及啓発に努めました。

正しい理解の普及
　チラシの配布やホームページでの周知など、正しい理解の普及を
図ります。

2
子育て・
健幸課

　放課後児童教室の支援員へこどもの人権への配慮をし、人格を尊
重して育成支援を行うように周知すること等を通して、理解を深め
るとともに普及啓発に努めました。

正しい理解の普及
　チラシの配布やホームページでの周知など、正しい理解の普及を
図ります。

3
子どもの人権
に関する教育
の推進

  子どもが自分や他者の権利を知り、尊重
し合うことを学ぶことができるよう、子ど
もの人権に関する教育を推進します。

教育支援
センター

　いじめや体罰、虐待、性的搾取等、子どもに関するあらゆる問題
についての関心と理解を深めるとともに、学校全体で組織的に速や
かに対応できるよう研修を位置付け取り組みました。

教育活動全体を通じた人権教育の推進
　いじめや体罰、虐待、性的搾取等、子どもに関するあらゆる問題
についての関心と理解を深め、学校全体で組織的に速やかに対応し
ます。

4
児童虐待防止
等の推進

  児童虐待発生予防や早期発見・早期対応
に向けて、通告・相談機関の周知を図ると
ともに、関係機関で情報や考え方を共有
し、連携した対応・支援を行います。

子ども家
庭セン
ター

　要保護対策及びDV対策地域協議会の各種会議を開催し、情報共有
や連携強化に努めました。

関係機関との連携強化
　継続的に会議等を開催し、関係機関との連携強化に努めます。

5
いじめ防止等
の推進

  いじめ等の問題を抱える子どもが安心し
て相談できるよう、学校における相談体制
の充実を図るとともに、関係機関と連携し
て、いじめ等の未然防止、早期発見・早期
対応に努めます。

教育支援
センター

　「羽島市児童生徒のいじめの防止等に関する条例」に基づき、各
学校において、3か月に一度のいじめ防止等の取組週間を位置づけ、
一人一人がいじめや人権の問題に目を向け、真摯に向き合う学習や
活動に取り組んだ。

いじめ防止等の取組の充実
　児童生徒がいじめに関する問題を主体的に考えることができる環
境を整え、創意工夫のある児童会活動、生徒会活動を通して、互い
の立場や人権を認め、信頼し合える学校風土の醸成に努めます。

6
子どもの居場
所づくりの推
進

  子どもやその家族が抱える困難な状況に
対する理解促進を図るとともに、地域で安
心して過ごすことができる子どもの居場所
づくりに努めます。

子ども家
庭セン
ター

　ひとり親家庭の子どもに対し、塾形式及び家庭派遣形式により学
習支援を実施し、学習支援ボランティアとの交流を通して児童の健
全な発育を図りました。

子どもの居場所づくり支援
　子ども食堂の普及やひとり親家庭の子どもに対する学習支援の実
施など地域で安心して過ごすことができる子どもの居場所づくりの
支援を行います。

7
子ども家
庭セン
ター

　必要に応じて、各分野の関係機関と連携を図り、切れ目ない支援
に努めました。

ネットワークの充実
　保健･教育･福祉など関係機関と連携し、ネットワークの充実を図
ります。

8
子育て・
健幸課

　適宜、関係機関と情報を共有する等の連携を行うことにより、継
続的な支援に努めました。

関係機関との連携
　保健、福祉、教育などの関係機関との連携をし、継続的な支援の
充実を図ります。

9
学校教育
課

　関係諸機関が本人を取り巻く状況や支援の在り方を共有する等、
対象児童生徒を継続的に見届けることができた。

家庭・地域、関係機関との連携・協力
　対象児童生徒について、要保護児童対策地域協議会を中心に、未
就学時から卒業後まで、途切れることのないように情報連携を密に
していきます。

10
青少年健全育
成の推進

  心豊かな人間性や社会性を身に付けた青
少年を家庭、地域、学校等が共に育んでい
く地域ぐるみの青少年健全育成を推進しま
す。

生涯学習
課

　わたしの主張大会の開催や、秋のこどもまんなか月間に合わせた
標語合い言葉の募集等を行い、青少年が自らの思いを伝える機会を
設けるとともに、大人たちが青少年健全育成への意識を高める契機
としました。

市青少年育成市民会議との連携
　市青少年育成市民会議と連携し、標語合い言葉の募集やわたしの
主張大会等の開催を通じて、青少年健全育成を推進します。

11
教育支援
センター

　各家庭教育学級において、食育やメディアコントロールなど家族
で関わって取り組める実践例をホームページ等で紹介して啓発しま
した。

家族で関わり合える取組の啓発
　各家庭教育学級において、食育やメディアコントロールなど家族
で関わって取り組める実践例をホームページ等で紹介して啓発しま
す。

12
生涯学習
課

　市内11地区において、青少年育成推進員を中心として青少年が参
加することができる地区行事を計画・実施し、地域における交流の
充実を図りました。

地区青少年育成活動の支援
　青少年育成推進員が中心となり市内11地区で活動する青少年育成
活動を支援します。

13
地域で支える
子育ての推進

  親子が身近な場所で気軽に集い、相互交
流や子育ての不安・悩みを相談できる場の
提供など、地域で支える子育てを推進しま
す。

子育て・
健幸課

　市内4か所において地域子育て支援拠点事業を実施し、親子が集え
る場所の提供や、希望する保護者へ育児不安等の相談を実施し、地
域で支える子育ての推進に努めました。

地域で支える子育ての推進
　地域子育て支援拠点事業として、児童センターをはじめ市内4ヵ所
において、親子が集える場所を提供し、希望する保護者には育児不
安等の相談を実施し、地域で支える子育てを推進します。

子どもの人
権を尊重す
る教育・啓
発の推進

子どもの人権
に関する啓発
の推進

  子どもの人権尊重に対する市民への理解
を深め、社会意識が醸成されるよう、子ど
もの人権に関する啓発を推進します。

子どもの安
心・安全を
守る取り組
みの充実

子どもを取
り巻く環境
に対応した
支援の充実 さまざまな

ネットワーク
による対応

  教育や福祉、保健など、さまざまな分野
の関係機関が密接に情報共有等を行う「横
のネットワーク」と、年齢階層で途切れる
ことなく継続的な支援を行う「縦のネット
ワーク」による支援を推進します。

家庭や地域
における青
少年の健全
育成の推進

子どもを育む
環境づくりの
推進

  地域における体験・交流活動や家庭教育
の充実を図り、社会全体で子どもを育む環
境づくりを推進します。
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～高齢者の人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
高齢者の人
権・福祉に関
する啓発

  地域全体で互いに支え合うことができる
社会の実現に向けて、高齢者の人権や福祉
について理解を深めることができるよう啓
発に努めます。

高齢福祉
課

　羽島市社会福祉協議会に成年後見支援センターを設置し、成年後
見制度の相談、利用支援、広報・啓発に努めました。

高齢者の人権・福祉に関する啓発
　成年後見支援センターにおいて、成年後見制度の相談、利用支
援、広報・啓発に努めます。

2
学校教育等に
おける教育・
啓発

  学校におけるボランティア活動や高齢者
との交流等の体験活動等を通じて、子ども
への高齢社会の課題や高齢者に対する理解
促進を図ります。

学校教育
課

　総合的な学習の時間を中心に、ふるさと学習や環境学習、伝統文
化などをテーマにした活動において、地域の高齢者の方に講師やボ
ランティアとして活動していただき、交流する場を設けることがで
きた。

高齢者との交流の場の充実
　総合的な学習の時間などを活用し、校区の高齢者と交流する活動
を位置付け、高齢者についての理解を深め、高齢者を大切にする心
の育成に努めます。

3
高齢者虐待防
止等の推進

  高齢者虐待の未然防止、早期発見・早期
対応に向けて、相談・対応窓口の周知を図
るとともに、虐待防止から個別支援に至る
各段階において関係機関と連携し、高齢者
や養護者、家族等に対する多面的な支援体
制の充実に努めます。

高齢福祉
課

　ホームページ等で、高齢者の相談窓口を周知しました。関係機関
と連携し、高齢者虐待の早期発見・早期対応に努めました。

高齢者虐待防止等の推進
　ホームページ等で、高齢者の相談窓口を周知するとともに、関係
機関と連携し、早期発見・早期対応に努めます。

4
消費者被害防
止等の推進

  悪徳商法等の消費者被害の未然防止や拡
大防止を図るため、幅広い情報提供を行う
とともに、相談体制の確保や相談機関の周
知を行います。

市民総合
相談室

　市相談窓口で消費生活相談を実施しました。ホームページや回覧
（年6回）等により、相談窓口や消費生活に関する情報を提供しまし
た。

消費生活相談の実施・情報提供
　市相談窓口で消費生活相談を実施します。ホームページや回覧等
により、相談窓口や消費生活に関する情報を提供します。

5
認知症施策の
推進

  地域全体で認知症への理解を深め、認知
症の人が尊厳を持ち、住み慣れた場所で暮
らし続けることができる地域づくりの推進
と、判断能力が十分でない人の権利の保護
と意思決定の支援を推進します。

高齢福祉
課

　世界アルツハイマーデーには市役所のライトアップを実施しまし
た。アルツハイマー月間では市役所にて認知症パネルの展示を行
い、認知症の普及啓発活動に取り組みました。認知症サポーター養
成講座、ステップアップ講座を開催し、認知症について正しい知識
をもち、認知症高齢者やその家族を見守る地域づくりに努めまし
た。

認知症施策の推進
　世界アルツハイマーデーや月間等の機会を捉えた普及啓発、幅広
い世代が認知症サポーター養成講座を受講し、認知症を正しく理解
し、認知症高齢者やその家族をあたたかく見守る地域づくりに努め
ます。

6
相談体制の充
実

  地域包括支援センターにおける総合的な
相談体制とともに、関係機関と連携し、身
近な地域において気軽に相談できる体制の
充実を図ります。

高齢福祉
課

　地域包括支援センターにおいて、総合的な相談に応じるととも
に、ホームページ、チラシ等を通じて、身近な相談窓口を周知しま
した。

相談体制の充実
　地域包括支援センターにおいて、総合的な相談に応じるととも
に、ホームページ、チラシ等を通じて、身近な相談窓口を周知しま
す。

7
地域における
見守り体制等
の充実

  関係機関と連携し、地域で高齢者を見守
る体制づくりや支援体制の充実を図りま
す。

高齢福祉
課

　関係機関と連携し、地域で高齢者を見守る体制づくりや支援体制
の充実に努めました。

地域における見守り体制等の充実
　関係機関と連携し、地域で高齢者を見守る体制づくりや支援体制
の充実に努めます。

8
高齢者の社会
参加の促進

  高齢者がこれまで培ってきた知識や経験
等を生かし、社会を構成する重要な一員と
して活躍できるよう、就業機会の確保や地
域・学習活動への参加支援等を通じて、高
齢者の社会参加の促進を図ります。

高齢福祉
課

　シルバー人材センターを通じた就労支援や、健康づくり、社会参
加の促進等につながる機会の確保・充実に努めました。

高齢者の社会参加の促進
　シルバー人材センターを通じた就労支援や、健康づくり、社会参
加の促進等につながる機会の確保・充実に努めます。

9
生きがいづく
りの推進

  身近な地域での活動の場や通いの場等を
通じて、高齢者同士の交流の確保・充実や
仲間づくりの機会の創出を図り、社会参加
の促進や生きがいづくりを推進します。

高齢福祉
課

　老人クラブ活動の支援、教室・講座の開催、ふれあいサロン、通
いの場等を通じて、高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりに努
めました。

生きがいづくりの推進
　老人クラブ活動の支援、教室・講座の開催、ふれあいサロン、通
いの場等を通じて、高齢者の社会参加の促進や生きがいづくりに努
めます。

10
健幸づくりの
推進

  生涯にわたり健やかで充実した生活を送
ることができるよう、さまざまな機会を通
じて、介護予防やフレイル予防、認知症予
防等の健康づくりを推進します。

高齢福祉
課

　65歳以上の方、その支援者に対して、介護予防教室をや出前講座
を実施し、介護予防に関す知識・正しい方法の普及啓発を行いまし
た。

健幸づくりの推進
　65歳以上の方、その支援者に対して、介護予防に関する知識・正
しい方法の普及啓発を行います。

高齢者の人
権を尊重す
る教育・啓
発の推進

高齢者の権
利擁護の推
進

安心して暮
らすことが
できる環境
づくりの推
進

高齢者の社
会参加の促
進・健幸づ
くりの推進
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～障がい者の人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
障がい者に対
する理解促進

  すべての市民が障がいの有無により分け
隔てられることなく、相互に人格と個性を
尊重し合いながら共生する社会を目指し
て、障がい者に対する理解の促進に努めま
す。

福祉課

　ホームページ、SNS及び広報紙（12月号）において、障害者週間や
発達障害啓発週間を契機に、一人一人が障害福祉への関心を深め、
誰もが自分らしい暮らしができる地域社会を目指すよう呼びかけま
した。

地域における障がいへの理解の促進
　令和5年度に実施した取り組みに加え、障害者週間などの機会を捉
え、各単位民生委員・児童委員協議会の定例会において啓発運動の
周知を図り、各委員の障がい者に対する理解促進と意識の醸成を図
ります。

2
障がいへの理
解を深める教
育の推進

  障がいのある子どもや障がいのない子ど
も、地域の障がいのある人が触れ合い、交
流する活動や共同学習を通じて、豊かな人
間性の育成や相互に尊重し合う大切さを学
ぶ契機とします。

学校教育
課

　各学校の実情に合わせて、車いす体験や点字体験、障がい者の講
話等を位置付け、障がい者への理解を深めました。また、羽島特別
支援学校との交流で共にふれ合い、活動する機会を設け、互いのこ
とを正しく理解できるように交流学習を行いました。

体験活動の充実と特別支援学校との交流
　各学校の実情に合わせて、車いす体験や点字体験、障がい者の講
話等を位置付け、障がい者への理解を深める。また、羽島特別支援
学校との交流で共にふれ合い、活動する機会を設け、互いのことを
正しく理解できるように努めます。

3
障がい者虐待
防止等の推進

  障がい者虐待の未然防止、早期発見・早
期対応に向けて、通報窓口の周知を図ると
ともに、虐待防止から個別支援に至る各段
階において関係機関と連携し、障がい者や
養護者、家族等に対する多面的な支援体制
の充実に努めます。

福祉課

　障がい者への虐待防止や虐待発生時の早期対応のため、ホーム
ページ等で、虐待に当たる事例や虐待を発見した場合の対応等にか
かる情報を発信するとともに、行政機関等は障がいのある方に対し
て「合理的配慮の提供」が義務付けられていることを踏まえ、庁内
において「羽島市障がいのある方に対する配慮マニュアル」を周知
し、障がいへの正しい理解に基づいた対応に努めました。

事業者等への障がいに係る理解の促進
　令和5年度に実施した取り組みに加え、「合理的配慮の提供」は民
間事業者等にも求められることから、事業者等における差別解消・
虐待防止に向けた周知を図ります。

4
意思決定支援
の推進

  自ら意思を決定することや表明すること
が困難な障がい者に対して、本人の自己決
定を尊重する観点から、必要な意思決定支
援を行います。また、判断能力が十分でな
い人の権利の保護を推進します。

福祉課

　令和4年度から羽島市社会福祉協議会に運営を委託している成年後
見支援センターを通じ、成年後見制度の利用促進を図ることで、判
断能力が十分でない方の権利擁護に寄与しました。また、市役所窓
口における手続等の際に、聴覚障がいのある方のコミュニケーショ
ンを円滑にするため、手話映像通訳サービスを新たに導入しまし
た。

成年後見制度の利用促進
 前年度に引き続き、羽島市社会福祉協議会に運営を委託している成
年後見支援センターにおいて、成年後見制度の利用を必要とする方
への周知啓発を行います。

5
相談支援体制
の充実

  障がい者が自立した日常生活や社会生活
を送ることができるよう、基幹相談支援セ
ンターを中心に関係機関と連携して、障が
いの種別やさまざまなニーズに対応した総
合的・専門的な相談支援体制の充実に努め
ます。

福祉課

　基幹相談支援センターによる相談支援事業所等への専門的な指導
や助言、ケース会議等における各関係機関の協議等により、地域の
相談機関等との連携強化を図りました。また、相談支援事業所をは
じめとした点在する地域資源の活用による重層的な支援体制の充実
に向け、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所を募集しました。

相談支援機関等の連携による支援体制強化
基幹相談支援センターを中心に、地域の相談支援機関等との情報

の共有、困難事例の対応検討会などを通じて連携を強化するととも
に、相談支援従事者の人材育成を図ります。

6
雇用促進・就
労支援の推進

  働く意欲がある障がい者が適性に応じて
能力を十分に発揮することができるよう、
関係機関と連携して、多様な就労機会の確
保に向けた支援や障がい者雇用の促進に向
けた啓発に努めます。

福祉課

　障がい者の就労に向けた支援として、地元企業等関係者を対象と
した特別支援学校への見学会を開催し、企業やNPO法人など4団体が
参加されました。障がい者が実際に勤務する際の職場整備や業務・
作業等の見極めの参考にしていただくことで、障がい者雇用の裾野
を広げることができました。

一般企業等への雇用機会の拡大
　特別支援学校への見学会を引き続き開催し、福祉事業所以外の一
般企業等の参加も促し、一般就労への移行の増加を目指します。

7
ニーズに応じ
た支援の充実

  インクルーシブ教育システムの理念を踏
まえ、一人ひとりのニーズに応じたきめ細
やかな支援に努めるとともに、学習指導の
充実に向けた体制づくりを推進します。

学校教育
課

　保護者、本人、関係機関等との合意形成をもとに教育支援計画の
作成や就学の場を決定しました。一人一人の教育的ニーズに応じた
場で学ぶことができるように、就学に関わる会議を年間10回行いま
した。また、特別支援教育に携わる教職員に向けて研修会を行いま
した。

切れ目ない支援と指導力の向上
　保護者、本人、関係機関等との合意形成をもとに教育支援計画の
作成や就学の場を決定します。一人一人の教育的ニーズに応じた場
で学ぶことができるように、就学に関わる会議を年間10回行いま
す。特別支援教育に携わる教職員に向けて研修会を行います。

8 福祉課
　羽島市発達支援センターや庁内関係課等が連携し、保護者等から
の相談に早期に対応することで、必要な療育等につなげることがで
きました。

障害児相談支援事業の充実
　羽島市障害者総合支援協議会の相談支援部会を中心に、地域の相
談支援従事者の育成や主任相談支援専門員の確保に努め、障害児相
談支援事業の質の向上を図ります。

9
子育て・
健幸課

　乳幼児健診や教室等を通じた個々の関わりの中で支援の必要な場
合に関係機関と連携をし、切れ目のない継続的な支援を行いまし
た。

関係機関との連携
　保健、福祉、教育、医療などの関係機関との連携をし、切れ目の
ない継続的な支援の充実を図ります。

10
学校教育
課

　各園、各学校、発達支援センターなどの関係機関と連携を図り情
報共有したり、相談会や巡回参観を実施し就学の場を助言したりし
て、切れ目ない支援ができるような体制を整備しました。

早期からの一貫した支援体制
　教育・福祉・医療などの関係機関と連携を図り、相談会や巡回参
観を実施し、切れ目ない支援体制を整備します。

障がい者の
人権を尊重
する教育・
啓発の推進

障がい者の
自立した暮
らしを支え
る相談・支
援の充実

障がいのあ
る子どもの
学びや育ち
の環境の充
実 切れ目のない

支援体制の充
実

  保健、福祉、医療等の関係機関と連携し
て、特別な支援を必要とする子どもへの就
学前も含めた切れ目のない支援体制の充実
に努めます。
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11
多様な活動の
場の充実

  障がい者の日中活動を支援するため、創
作的な活動や生産活動等の機会の提供のほ
か地域社会との交流促進など、多様な活動
の場の充実に努めます。

福祉課
　発達支援センターが保育所等を巡回し、必要に応じた支援を行う
ことで、地域で生活するためのコミュニケーション力や社会性を身
につけることにつながった。

地域活動支援センターの充実
　障がい者の日中活動を支援する地域活動支援センターの活動内容
を充実し、地域との交流の機会等を確保し、社会参加や自立を図り
ます。

12 福祉課

　羽島市スポーツ推進会議主催のボッチャ大会や、羽島市で開催さ
れた県身体障害者福祉協会（岐阜圏域ブロック）主催のグランドゴ
ルフ大会を通じ、障がい者の社会参加の促進を図ることができまし
た。

障がい者スポーツ等の機会の拡充
　前年度に引き続き、障がい者団体等にボッチャ大会の参加を呼び
かけ、健常者も障がいがある方も、世代を超えて一緒に参加するこ
とで、地域における交流機会の拡充を目指します。

13
スポーツ
推進課

　各スポーツイベント等の情報についての、広報紙やホームペー
ジ、SNSでの発信に努めました。

スポーツイベント等の情報発信
　各スポーツイベント等の情報についての、広報紙やホームペー
ジ、SNSでの発信に努めます。

14
バリアフリー
等の推進

  障がいの有無に関わらず、誰もが安心し
て生活することができるように、バリアフ
リーやユニバーサルデザイン に配慮した
社会基盤整備のほか、情報アクセシビリ
ティの向上やコミュニケーション支援等の
充実に努めます。

福祉課

　市の各課が所管する公共施設等について、市障害者計画に基づき
バリアフリー化を進めるとともに、情報アクセシビリティの向上に
向け市ホームページをリニューアルし、検索性が高くユニバーサル
デザインを意識した構成にしました。

おもいやり駐車場の増設
　公共施設、公園、道路等の新規整備、改修等を行う際には、バリ
アフリー化等を進めるよう働きかけるとともに、岐阜県が進める思
いやり駐車場利用証制度について積極的な登録を呼びかけ、対象駐
車場の増加に努めます。

障がい者の
社会参加の
促進

スポーツ・文
化芸術活動等
の推進

  障がい者がスポーツや文化芸術活動に親
しむことができる機会の拡充を図るととも
に、障がい者スポーツの普及やレクリエー
ション活動を通じて、地域における交流等
の充実を図ります。
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～部落差別(同和問題)、外国人の人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1

部落差別（同
和問題）に関
する啓発の推
進

  部落差別（同和問題）に対する偏見や差
別の解消に向けて、部落差別（同和問題）
への正しい認識と理解を深めるための啓発
を推進します。

市民総合
相談室

　部落差別（同和問題）に関するポスターの掲示やリーフレットの
配布を行いました。

部落差別（同和問題）に関する理解を深める啓発
　部落差別（同和問題）に関するポスターの掲示やリーフレットの
配布を行います。

2

部落差別（同
和問題）に関
する教育の推
進

  学校教育における部落差別（同和問題）
に関連する学習を通じて、人権感覚の育成
や人権を守ろうとする意識、意欲、態度の
向上等に努めます。

学校教育
課

　人権教員研修等で各学校の管理職や人権教育担当に正しい認識と
対応の周知徹底を図り、人権尊重から発達段階に応じて児童生徒に
正しく理解できるように努めました。

部落差別（同和問題）への正しい理解の促進
　人権教員研修等で各学校の管理職や人権教育担当に正しい認識と
対応の周知徹底を図り、人権尊重から発達段階に応じて児童生徒に
正しく理解できるように努めます。

3

部落差別
（同和問
題）に関す
る相談体制
の整備

相談しやすい
環境の整備

  市における人権相談の開催や法務局にお
ける人権相談等の周知を図り、相談しやす
い環境の整備に努めます。

市民総合
相談室

　市相談窓口で人権相談を毎月実施しました。法務局等の人権相談
窓口に関する情報を提供しました。

人権相談の実施・情報提供
　市相談窓口で人権相談を毎月実施します。法務局等の人権相談窓
口に関する情報を提供します。

4
えせ同和行為
の排除

  部落差別（同和問題）に対する正しい認
識と理解を深め、関係機関と連携して、え
せ同和行為の未然防止に努めます。

市民総合
相談室

　部落差別（同和問題）に関するポスターの掲示やリーフレットの
配布を行いました。

部落差別（同和問題）に関する理解を深める啓発
　部落差別（同和問題）に関するポスターの掲示やリーフレットの
配布を行います。

5
人権侵害事案
に対する対応

  部落差別（同和問題）に起因する就職差
別やインターネット上での差別等の人権侵
害事案に迅速に対応できるよう、国の機関
や県等との連携・協力を図ります。

市民総合
相談室

　関係機関と人権問題に関する情報交換を行いました。
関係機関との連携
　人権侵害事案に対し、関係機関と連携し、人権問題に関する情報
収集に努めます。

6
外国人の人権
に関する啓発
の推進

  文化、習慣や価値観等の違いから生じる
外国人に対する偏見や差別をなくすための
啓発を推進します。

市民協働
課

　小学校全9校の4年生及び中学校3校の1年生を対象に、国際理解を
深める授業を実施し、異文化理解を深めました。
　正木小学校の6年生を対象に、スリランカの児童と交流するオンラ
イン授業を実施しました。

国際理解を深める授業の実施
　小学校4年生・中学校1年生を対象に、国際理解を深める授業を実
施し、異文化理解を深めます。

7
国際理解教育
の推進

  学校教育において、異文化に対する理解
や、異なる文化を持つ人々とともに協調し
て生きていく態度等を育成する国際理解教
育を推進します。

学校教育
課

　社会科や外国語科の学習では、日本と諸外国の文化について学ぶ
中でその理解を深めることができた。また、図工・美術や音楽の学
習においても、鑑賞活動を中心に諸外国の文化について学び、多様
な文化についての理解を深めることができた。

異文化理解の推進
　日本と諸外国の文化について、社会科や外国語科の学習を通じて
理解を深め、図工・美術や音楽の学習を通じてよさを感じ取るな
ど、複数の教科での学びを結び付けて、多様な文化などをより理解
できるように努めます。

8
外国人に対す
る相談体制の
整備

  外国人住民が、地域生活で生じるさまざ
まな問題について相談できるよう、相談機
関の周知等を図ります。

市民協働
課

　チラシの配布やホームページへの掲載等により、関係機関窓口の
情報を提供しました。

外国人に対する相談機関の周知
　チラシの配布やホームページへの掲載等により、関係機関窓口の
情報を提供します。

9
コミュニケー
ション支援の
充実

  関係機関と連携・協力して、日本語を学
習する機会の提供や市役所窓口等における
やさしい日本語を含めた多言語対応の体制
整備に努めます。

市民協働
課

　ホームページや窓口にて、日本語学習支援団体を周知しました。
また、窓口における音声翻訳機の活用を推進しました。

支援体制の充実
　本市の日本語学習支援団体を周知するほか、多言語対応可能な環
境づくりのため、市役所窓口等における音声翻訳機の活用を推進し
ます。

10
多文化共生に
係る意識の醸
成

  さまざまな違いを認め、誰もが地域社会
の一人として安心して生活することができ
るよう、啓発等により多文化共生の地域づ
くりに係る意識の醸成に努めます。

市民協働
課

　愛知文教大学と連携し、留学生と市内児童生徒との交流の機会を
設け、多文化共生や異文化理解に関する意識の醸成を図りました。

国際交流活動の推進
　本市の国際交流協会及び近隣大学等と連携し、国際交流活動の推
進を図り、同活動を通じて多文化共生に係る意識の醸成を図りま
す。

11
多文化共生の
場づくりの充
実

  多文化共生への理解が深まるよう、関係
機関の支援や連携を通じて、異文化を学ぶ
機会やさまざまな交流等の充実を図りま
す。

市民協働
課

　愛知文教大学と連携し、留学生と市内児童生徒との交流の機会を
設け、多文化共生や異文化理解に関する意識の醸成を図りました。

国際交流活動の充実
　本市の国際交流協会及び近隣大学等と連携し、国際交流活動の推
進を図り、異文化理解の機会の充実を支援します。

部落差別
（同和問
題）の解消
に向けた教
育・啓発の
推進

部落差別
（同和問
題）への適
切な対応

外国人の人
権を尊重す
る教育・啓
発の推進

関係機関と
連携した相
談・支援の
充実

多文化共生
に向けた環
境づくりの
推進
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～感染症患者に関する人権、インターネットによる人権侵害～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
感染症に関す
る啓発の推進

  感染症患者等に対する偏見や差別をなく
すため、感染症に関する正しい認識や理解
を深める啓発を推進します。

子育て・
健幸課

　感染症に関する情報を市ホームページに掲載し、感染症の理解を
深める啓発を実施しました。

感染症に関する正しい理解の促進
　市ホームページ等を活用し、感染症に関する正しい認識や理解を
深める啓発を行います。

2
感染症に関す
る教育の推進

  学校教育等を通じて、感染症に関する正
しい知識を普及し、感染症に関連した人権
に対する意識の醸成を図ります。

学校教育
課

　感染症の5類移行に伴い、偏見や差別、いじめにつながらないよう
指導を再徹底することを周知するとともに、社会科や保健体育等の
授業を通して、感染症について正しく理解し、発達段階に応じた指
導を実施しました。

感染症に対する偏見や差別、いじめの防止
　社会科や保健体育の授業、保健指導等を通して、感染症につい正
しく理解し、偏見や差別、いじめにつながる言動が生じないよう発
達段階に応じた指導に努めます。

3

感染症患者
等の安心を
守る相談体
制の整備

感染症に関す
る相談体制等
の充実

  感染症に関する不安や悩みに対応する相
談機関の周知や支援体制の情報提供等を通
じて、必要な相談・支援につなげます。

子育て・
健幸課

　感染症に関する不安や悩みに対応する相談機関の情報を市ホーム
ページに掲載し情報提供を実施しました。

相談機関・支援体制の情報提供
　市ホームページ等を活用し、感染症に関する不安や悩みに対応す
る相談機関の周知や支援体制の情報を提供し、必要な相談・支援に
つなげます。

4
感染症予防
等の推進

早期発見・早
期治療の推進

  早期発見・早期治療に関する情報提供等
について、関係機関と連携・協力した取り
組みを推進します。

子育て・
健幸課

　感染症の早期発見・早期治療に関する情報を市ホームページに掲
載し、情報提供を行うとともに、電話などでの検査に関する問い合
わせに対応しました。

早期発見・早期治療に関する情報提供等
　市ホームページ等で、早期発見・早期治療に関する情報提供を行
い、関係機関と連携・協力した取り組みを推進します。

5
市民への啓発
の推進

  個人のプライバシーや名誉に関する正し
い知識・理解を深め、インターネット利用
における人権意識を高める啓発を推進しま
す。

生涯学習
課

　青少年の非行・被害防止全国協調月間に合わせて、ホームページ
や広報はしま、広告表示モニターなどを利用して周知を行い、イン
ターネット利用に係る犯罪被害の防止等の啓発を行いました。

青少年の非行・被害防止全国協調月間における啓発
　青少年の非行・被害防止全国協調月間に合わせて、ホームページ
等により、インターネット利用に係る犯罪被害の防止等の啓発を行
います。

6
教育支援
センター

　学校、PTA、関係団体のニーズに応じて、ネットトラブル等の最新
情報や情報モラルに関する講話を実施した。
　保護者に対しネットトラブルの事例を紹介するとともに、家庭で
の見届けを依頼した。

保護者への情報モラルの啓発
　インターネットの危険性に注目することに加え、デジタル技術の
利用を通じて社会に積極的に関与し、参加する能力の育成を図るデ
ジタルシティズンシップ教育を推進します。

7
生涯学習
課

　中学への進学によりスマホ利用がより多くなる小学6年生に、イン
ターネット安全利用にかかるチラシを配布し、児童や保護者にネッ
トトラブルへの注意や保護者によるサポートの必要性を啓発しまし
た。

インターネット安全利用の啓発
　インターネット安全利用に係る啓発チラシを児童に配布し啓発し
ます。

8
情報教育の推
進

  子どもが自律して主体的にインターネッ
トを利用することができるよう、学校にお
いて発達段階に応じた情報モラルを含む情
報活用能力の育成（デジタル・シティズン
シップ教育）に努めます。

教育支援
センター

　教職員対象にICT活用研修や情報モラルに関する研修を行ったり、
児童生徒対象に情報モラル講座を開いたりし、学校や家庭において
も学習のために正しく活用できる指導を行った。
　全学校において、1人1台タブレットを活用した授業を実施でき、
活用できる技能が高まった。

ICTを活用した授業を核とした情報教育の推進
　教職員に向けた研修の内容を精査し、教職員や児童生徒の活用状
況に応じた研修を実施し、授業で質の高い活用を目指していきま
す。
　児童生徒のICTの活用については、学校内だけでなく保護者や地域
と関わりながら、活用による効果を味わえるよう努めます。

9

必要な相
談・支援に
つなげる体
制の整備

相談機関の周
知等の充実

  インターネットによる人権侵害を受けた
場合の相談機関やインターネット上の問題
に係る相談機関の周知、情報提供等を通じ
て、必要な相談・支援につなげます。

市民総合
相談室

　人権侵害事案に対する、市相談窓口及び関係機関窓口の情報を提
供しました。

相談窓口に関する情報の提供
　人権侵害事案に対する、市相談窓口及び関係機関窓口の情報を提
供します。

10
ペアレンタル
コントロール
の推進

  家庭における適切な生活習慣の定着やイ
ンターネットの利用に関する親子のルール
づくりなど、家庭における取り組みを推進
します。

教育支援
センター

　学校、PTA、関係団体のニーズに応じて、ネットトラブル等の最新
情報や情報モラルに関する講話を実施した。
　保護者に対しネットトラブルの事例を紹介するとともに、家庭で
の見届けを依頼した。

保護者への情報モラルの啓発
　インターネットの危険性に注目することに加え、デジタル技術の
利用を通じて社会に積極的に関与し、参加する能力の育成を図るデ
ジタルシティズンシップ教育を推進します。

11
フィルタリン
グの利用促進

  関係機関と連携して、インターネット上
の違法・有害情報から子どもを守るために
有効なフィルタリングの利用促進を図りま
す。

教育支援
センター

　学校内で使用する場面では、フィルタリングサーバとアプリによ
るフィルタリングで有害情報へのアクセスを制限することができ
た。

アプリを活用したフィルタリング
　引き続き、アプリを活用したフィルタリングを行っています。家
庭においても、アプリのフィルタリング機能を活用するとともに、
有害サイトへのアクセスの危険性を啓発していきます。

12
デジタルデバ
イド解消の推
進

  情報通信機器の利用状況に世代間格差が
見られることを踏まえ、関係機関と連携し
て、主に高齢者を対象としたデジタルデバ
イド解消に向けた取り組みを推進します。

生涯学習
課

　中央公民館講座としてスマホ教室を開催し、内容の異なる3つの講
座を設けたことで、受講者の希望に合わせて講座を選択でき、個々
に合わせたデジタル格差の解消に努めました。

スマホ教室等の開催
　デジタル端末に不慣れな方や今後スマートフォンを活用したい方
を対象にスマートフォンの基本的な操作等を学ぶ講座を開催しま
す。

感染症に関
する正しい
知識の普及
や理解の促
進

インター
ネットによ
る人権侵害
防止に係る
教育・啓発
の推進

家庭への啓発
の推進

  保護者に対して、SNS等の利用上のリス
クやインターネット利用上のトラブルの現
状等について周知し、情報モラルに対する
意識向上を図ります。

安心・安全
なインター
ネット利用
の促進
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～多様な性に関する人権、働く人の人権～

No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1
市民協働
課

　男女共同参画啓発リーフレットを中学校へ配布し授業での活用を
促したほか、市内女性団体を対象に男女共同参画に関する出前講座
を実施し、多様な性に関する理解促進に努めました。

多様な性に関する啓発の推進
　男女共同参画啓発リーフレットを中学校へ配布するとともに、男
女共同参画に関する出前講座を実施し、多様な性に関する理解促進
のための啓発を推進します。

2
市民総合
相談室

　「多様な性にYESの日」（5/17）に合わせて、5/1～15に庁内広告
表示モニター、及び5/1～17にデジタルサイネージを活用し啓発を行
いました。

「多様な性にYESの日」における啓発
　「多様な性にYESの日」（5/17）に合わせて、庁内広告表示モニ
ター及びデジタルサイネージを活用し啓発を行います。

3
多様性を尊重
する教育の推
進

  学校教育や家庭教育において、一人ひと
りの違いを認め、自他を尊重する態度の育
成に努めます。

学校教育
課

　LGBTQ等に関する研修や保健体育の授業を通して、多様な性の在り
方を知り、性差別を解消するための取組に努めました。

性の多様性を尊重する教育の推進
　研修や授業を通して、多様な性の在り方を知り、性差別を解消す
るための取組に努めます。

4
安心して相
談できる体
制の整備

多様な性に対
する相談体制
の整備

  正しい認識のもとに、性的指向や性自認
等に関する相談に対応するとともに、相談
機関の周知等に努めます。

市民総合
相談室

　市相談窓口及び関係機関窓口の情報を提供しました。
相談窓口に関する情報の提供
　市相談窓口及び関係機関窓口の情報を提供します。

5
市民協働
課

　男女共同参画啓発リーフレットを中学校へ配布し授業での活用を
促したほか、ホームページへ多様な性に関する各種情報を掲載し、
意識啓発を図りました。

多様な性に関する情報の提供
　男女共同参画啓発リーフレットを中学校に配布するとともに、同
リーフレットや多様な性に関する情報をホームページに掲載し、各
種情報を提供します。

6
商工観光
課

　多様な性に関する情報を市ホームページで発信しました。
多様な性に関する理解を深める啓発
　多様な性に関する情報を市ホームページで発信します。

7
市民総合
相談室

　多様な性に関するポスターの掲示やリーフレットの配布を行いま
した。

多様な性に関する理解を深める啓発
　多様な性に関するポスターの掲示やリーフレットの配布を行いま
す。

8

働く人の人
権を尊重す
る教育・啓
発の推進

働く人の人権
に関する啓発
の推進

  各種ハラスメントの防止など、働く人の
人権が尊重され、ディーセント・ワークが
促進されるよう啓発を推進します。

商工観光
課

　職場のハラスメント防止に関する情報を市ホームページで発信し
ました。

職場におけるハラスメント防止の啓発
　職場のハラスメント防止に関する情報を市ホームページで発信し
ます。

9
商工観光
課

　職場におけるハラスメントについての相談や支援に関する情報を
市ホームページで発信しました。

職場におけるハラスメントについての相談や支援に関する啓発
　職場におけるハラスメントについての相談や支援に関する情報を
市ホームページで発信します。

10
子育て・
健幸課

　こころの相談や健康相談などの相談に関する情報を市ホームペー
ジ・広報紙で発信しました。

相談機関・支援体制の情報提供
　市ホームページ、チラシ等により相談機関の周知や支援体制の情
報を提供し、必要な相談・支援につなげます。

11
労働施策に関
連する情報の
提供

  関係機関と連携して、働く人の基本的な
権利や義務、各種制度等の理解促進に努
め、適切な職場環境づくりの促進を図りま
す。

商工観光
課

　羽島商工会議所と連携し、労働施策に関連する情報の提供を行い
ました。

労働施策に関連する情報の提供
　羽島商工会議所と連携し、労働施策に関連する情報の提供を行い
ます。

12
子育て・
健幸課

　子育てハンドブックの配布やホームページを活用し、子育てに関
する情報の提供を行うことや、子育て支援企業を認証し表彰するこ
と等を通して、子育て環境の充実に努めました。

ワーク・ライフ・バランスの推進
　子育てハンドブックの配布や、子育て支援企業認証・表彰制度の
周知等をとおして、ワークライフバランスの推進に努めます。

13
市民協働
課

　男女共同参画啓発リーフレットの中学校への配布やホームページ
への掲載のほか、市内女性団体を対象に男女共同参画に関する出前
講座を実施し、育児と仕事の両立に向けた取り組みを推進しまし
た。

育児と仕事の両立に向けた取り組みの推進
　男女共同参画啓発リーフレットのホームページへの掲載や、男女
共同参画に関する出前講座を通じて、育児と仕事の両立に向けた取
り組みを推進します。

多様な性に
関する理解
を深める教
育・啓発の
推進

多様な性に関
する啓発の推
進

  多様な性に関する正しい知識の普及と理
解を深めるための啓発を推進します。

多様な性を
踏まえた適
切な対応の
推進

多様な性に関
連する情報の
提供

  多様な性に関する理解促進と適切な対応
が図られるよう、事業所や学校等への各種
情報の提供に努めます。

必要な相談
支援につな
げる体制の
整備

相談機関の周
知等の充実

  働く人の人権に関わる相談機関の周知や
情報提供等を通じて、必要な相談・支援に
つなげます。

安心して働
くことがで
きる職場環
境づくりの
推進

ワーク・ライ
フ・バランス
の推進

  育児と仕事の両立等の取り組みなどに関
する周知を通じて、ワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けた機運の醸成を図りま
す。
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No.
施策

(3つの柱)
施策の方向性 施策の方向性(取り組み概要) 関係課 令和5年度取り組み実績 令和6年度取り組み概要(予定)

1

災害に起因
する人権が
大切にされ
る教育・啓
発の推進

災害に起因す
る人権に対す
る理解を深め
る啓発の推進

  災害時におけるさまざまな人権侵害の発
生防止や、災害避難時における配慮を要す
る人の人権が守られるよう、災害に起因す
る人権への理解を深める啓発を推進しま
す。

危機管理
課

　自主防災組織の会長や住民に対し、感染症対策を講じた避難所開
設マニュアルに準じて、避難所開設訓練を実施。パーティションを
用いた生活スペースの確保や、要配慮者のスペースの確保を行い、
避難生活を安全に送れるよう啓発を行った。

防災訓練等での啓発
　自主防災組織の会長や住民に対し、避難所開設マニュアルに準じ
て、避難所開設訓練を実施。パーティションを用いた生活スペース
の確保や、要配慮者のスペースの確保を行い、避難生活を安全に送
れるよう啓発を行う。

2

安心・安全
な避難所環
境に向けた
取り組みの
推進

人権に配慮し
た避難所運営
の推進

  高齢者、障がい者、子ども、妊産婦、外
国人等の要配慮者や女性等に配慮した避難
所運営に努めます。

危機管理
課

　自主防災組織の会長や住民に対し、避難所開設訓練を実施する
際、要配慮者のスペース確保や、受付時の掲示物に外国語を併記す
るなど、外国人にも配慮した避難所運営訓練を実施し、要配慮者等
へ配慮した避難所運営が行えるよう啓発を行った。

防災訓練等での啓発
　自主防災組織の会長や住民に対し、避難所開設訓練を実施する
際、要配慮者のスペース確保や、受付時の掲示物に外国語を併記す
るなど、外国人にも配慮した避難所運営訓練を実施し、要配慮者等
へ配慮した避難所運営が行えるよう啓発を行う。

3

犯罪被害者
等への配慮
や人権を尊
重する教
育・啓発の
推進

犯罪被害者等
への理解を深
める啓発の推
進

  犯罪被害者等の名誉や生活の平穏への配
慮の重要性等に関する理解や共感を深める
啓発を推進します。

生活安全
課

　ぎふ犯罪被害者支援センターと連携し、啓発活動の一環として交
通遺児・犯罪被害遺児に対象に激励金を交付する内容をホームペー
ジや広報はしまを活用して周知した。

ぎふ犯罪被害者支援センターと連携
　ぎふ犯罪被害者支援センターと連携して情報を収集し被害者等が
置かれている状況等の理解を深める啓発を行う。

4
相談体制等の
整備

  犯罪被害者等に対する相談窓口を整備す
るほか、その他相談機関の周知や情報提供
等を通じて、必要な相談・支援につなげま
す。

生活安全
課

　犯罪被害者等に対する相談窓口をホームページを活用して関係機
関窓口の情報を周知した。

犯罪被害者等支援調整会議と連携
　犯罪被害者等に対する相談窓口として、岐阜県が設置する犯罪被
害者等支援調整会議と連携し、相談機関の周知や情報提供等を通じ
て情報を収集し、必要な相談・支援する。

5
個々の事情に
応じた適切な
支援

  犯罪被害者等が置かれている状況や事情
を踏まえ、関係機関との役割分担や連携に
より、適切な支援に努めます。

生活安全
課

　犯罪被害者等が置かれている状況や事情を踏まえ、関係機関との
役割分担や連携により、適切な支援に努めた。

関係機関との役割分担や連携
　犯罪被害者等が置かれている状況や事情を踏まえ、関係機関との
役割分担や連携により情報を収集し適切な支援する。

6

刑を終えて
出所した人
の人権を尊
重する教
育・啓発の
推進

刑を終えて出
所した人への
理解を深める
啓発の推進

  刑を終えて出所した人に対する偏見や差
別の解消を目指し、関係機関と連携して啓
発の推進に努めます。

福祉課

　「社会を明るくする運動作文コンテスト」に、市内の児童・生徒
から117点の応募がありました。
　また、罪を犯してしまった人に対し、社会復帰の支援等を行うこ
と等を目的とした再犯防止推進計画を策定しました。

再犯防止推進計画の推進
　刑を終えて出所した人に対する偏見や差別の解消に向け、保護司
会をはじめとする関係機関と連携し啓発に努めるとともに、就職や
住居確保等が困難な人に対し、自立に向けた支援を行います。

7

人身取引を
なくすため
の教育・啓
発の推進

人身取引に関
する理解を深
める啓発の推
進

  人身取引をなくすため、市民の関心と理
解を深めていくための啓発を推進します。

子ども家
庭セン
ター

　本庁舎1階の電光掲示板を活用し、性犯罪など女性の人権侵害に関
する相談窓口の周知を図りました。

人身取引を含めた女性の人権を侵害する問題の啓発
　人身取引も含め、性犯罪や売買春など、女性の人権を侵害する暴
力に関する問題について啓発を行います。

8

北朝鮮当局
による拉致
問題を風化
させない教
育・啓発の
推進

北朝鮮当局に
よる拉致問題
の関心を高め
る啓発の推進

  北朝鮮当局による拉致問題等についての
正しい知識の普及を図り、関心と理解を深
める啓発を推進します。

市民総合
相談室

　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(12/10～16)に合わせて、12/1～
12/15に庁内広告表示モニター及びデジタルサイネージを活用し啓発
を行いました。

北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発
　「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」(12/10～16)に合わせて、庁内広
告表示モニター及びデジタルサイネージを活用し啓発を行います。

9
アイヌ文化等
への理解促進

  アイヌの人々の歴史や文化等に対する理
解や関心を深め、偏見や差別を解消するた
めの啓発を推進します。

市民総合
相談室

　「世界の先住民の国際デー」(8/9)に合わせて、8/1～8/15に庁内
広告表示モニター及びデジタルサイネージを活用し、アイヌ施策推
進法により先住民族と明記されたアイヌの人々への理解を深める啓
発を行いました。

世界の先住民の国際デーにおける啓発
　「世界の先住民の国際デー」(8/9)に合わせて、庁内広告表示モニ
ター及びデジタルサイネージを活用し、アイヌ施策推進法により先
住民族と明記されたアイヌの人々への理解を深める啓発を行いま
す。

10
アイヌに関す
る学習の推進

  学校教育における歴史学習等を通じて、
アイヌの歴史や文化等について触れていき
ます。

学校教育
課

　社会科などの学習を通して、アイヌの人々に対する理解を深め、
偏見や差別をなくすように努めました。

アイヌに関する教育の充実
　社会科などの学習を通して、アイヌの人々に対する理解を深め、
偏見や差別をなくすように努めます。

11

ホームレス
の人権を尊
重する教
育・啓発の
推進

ホームレスへ
の理解を深め
る啓発の推進

  ホームレスへの偏見や差別の解消に向け
て、ホームレスへの理解を深める啓発を推
進します。

福祉課

　2月に市内のホームレス実態調査を実施。市内にホームレスは把握
されなかった。
　岐阜県居住支援協議会などを通じ、安定した居所の確保に関する
案内・広報を実施しました。

住宅セーフティネット制度
　住宅セーフティネット制度の推進を行い、住居の確保に配慮が必
要な方に対する支援措置の啓発や利用の案内などを促進していきま
す。

12

ホームレス
の自立を支
える相談・
支援

的確な相談・
支援の実施

  相談者の状況を踏まえ、生活相談や指導
等の必要な支援に努めます。

福祉課

　2月に市内のホームレス実態調査を実施。市内にホームレスは把握
されなかった。
　家を失う恐れのある生活困窮者に対し、生活保護等の支援を行い
ました。

住宅確保用配慮者支援の推進
　生活保護、住居確保給付金、住宅セーフティネット制度の適切な
運用・支援を通じ、住宅の確保に配慮が必要な方に対し、支援と情
報提供を行っていきます。

犯罪被害者
等に寄り添
う相談・支
援の充実

アイヌの
人々に対す
る理解を深
める教育・
啓発の推進

～災害に起因する人権、犯罪被害者とその家族の人権、刑を終えて出所した人の人権、
人身取引、北朝鮮当局による拉致問題、アイヌの人々の人権、ホームレスの人権～
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